
平成２８年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 9 府 省 庁 名  厚生労働省             

対象税目 
個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（都市計画税、特別土地保有

税、地方消費税、徴収規定） 

要望 

項目名 
ひとり親家庭への支援の充実等に伴う税制上の所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

・特例措置の内容 

 

○ ひとり親家庭や多子世帯への支援の充実、社会的養護の推進、児童虐待防止対策の強化等のため、税制

上の所要の措置を講ずる。 

 

関係条文 

 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］  －   （  －  ）  ［平年度］  －   （  －  ） 

［改正増減収額］ －                               （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 

○ ひとり親家庭や多子世帯への支援の充実、社会的養護の推進、児童虐待防止対策の強化等を図ることに

より、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進する。 

 

（２）施策の必要性 

 

○ 経済的に厳しいひとり親家庭や多子世帯の自立を応援していく必要があり、子育て、生活、就業、経済

面などについて一層の充実を図っていくとともに、支援を必要とする家庭に対し、行政の支援が確実につ

ながる仕組みを整えていく必要がある。 

 

○ また、児童虐待に関する相談対応件数が年々増加するなど、依然として深刻な状況にある児童虐待の問

題について、発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化を早急に図る必要がある。 

 

○ こうした中、平成 27年４月２日に開催された「子供の未来応援国民運動」発起人集会等を踏まえ、年末

を目途に児童虐待の防止対策強化及びひとり親家庭等への支援の充実等 に関する政策パッケージを策定す

ることとされ、また、経済財政運営と改革の基本方針 2015（平成 27年 6月 30日閣議決定）において 「ひ

とり親家庭や多子世帯への支援の充実と併せて、社会的養護の推進、児童虐待防止対策の強化等について、

年末をめどに政策パッケージを策定し、その取組を推進する」とされている。 

 

○ 以上を踏まえ、社会の変容等に伴う子どもと家庭を取り巻く今日的な課題に対応するため、新たな子ど

も家庭福祉システムを構築し、ひとり親家庭や多子世帯への支援の充実、社会的養護の推進、児童虐待防止

対策の強化等を図ることとしており、それに伴い、税制上の所要の措置を講ずる必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標Ⅵ   男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能

にする社会づくりを推進すること 

 

施策大目標Ⅵ－３ 児童虐待や配偶者による暴力等の発生予防から保護・自立支援までの切れ

目のない支援体制を整備すること 

施策目標３－１ 児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への支援体制の充実を図ること 

 

施策大目標Ⅵ－５ ひとり親家庭の自立を図ること 

施策目標５－１ ひとり親家庭の自立のための総合的な支援を図ること 

政策の 

達成目標 

 

－ 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

－ 

同上の期間中

の達成目標 

 

－ 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

－ 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

－ 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

－ 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

 

－ 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

－ 

 

 

これまでの要望経緯 

新規要望 
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